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○札幌市犯罪被害者等支援金及び日常生活等支援に関する要綱（抜粋） 

（支援金又は助成金の支給を行わないことができる場合） 

第 14 条 次に掲げる場合には、支援金又は助成金の支給を行わないことができる。 

⑴ 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は支援金若しくは助成金の支給を受ける者と加害

者との間に親族関係があったとき。ただし、当該親族関係が破綻していたと認められる場合その他

の支援金又は助成金の支給を行わないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があ

る場合は、この限りでない。 

⑵ 犯罪被害者又は支援金若しくは助成金の支給を受ける者に、当該犯罪行為を教唆し、若しくは幇

助する行為、過度の暴行若しくは脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為、当該犯罪行為

に関連する著しく不正な行為その他の当該犯罪被害につき、その責めに帰すべき行為があったと

き。 

⑶ 犯罪被害者又は支援金若しくは助成金の支給を受ける者が、暴力団員（札幌市暴力団の排除の推

進に関する条例（平成 25年条例第６号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下この号にお

いて同じ。）又は暴力団密接関係者（暴力団（同条第１号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員

と密接な関係を有する者をいう。）であるとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金

又は助成金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。 




